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区分所有建物（タワマン）の 

評価方法が改正！ 

 長い間相続税の世界で問題となっていた問題に一つの決着がつきました。いわゆるタワ

マン節税といわれていたものです。タワマン節税とは、簡単に言うと「借金をしてでタワ

ーマンションを買うと相続税が大幅に少なくできるよ」というものです。少なくできる理

由はタワーマンションの相続税課税上の評価額が時価に比べて著しく安く評価されていた

からです（時価に比べて 3割程度というものも多かった）。相続人が一人で１億円の財産を

持っている人が亡くなると基礎控除（この場合 3,600 万円）を超えるため相続税が課税さ

れます。この人が仮に相続開始前に 2 億円のタワマンを全額借金で購入した直後に相続が

発生した場合、タワマンの評価が 6千万円、借金が 2億円のため、 

「タワマン 6千万円 + その他の財産 1億円 – 借金 2億円 = △4千万円」 

となり、相続税がかからないということになってしまっていました。これが著しく課税の

公平性に反すると、概ね時価の 6 割程度の評価額になるようにと、国税庁が通達を改正し

ました。具体的にはそのマンションの状況に応じて従前の評価額に一定の割合（区分所有

補正率）を乗じて評価額を高くするというものです。国税庁の HPに Excelファイルでの計

算シートが公開されていますので、こちらを利用すれば比較的簡単に補正率の計算ができ

ますが、この補正率の計算には登記簿上に記載された数値を多数使うため、入力する数値

がどこに書いてあるのかとても分かりにくいです。下記にそれぞれの書式と該当箇所を矢

印で繋いでみましたので参考にしてください。これだけ見ても結構手間がかかりそうです。 

 実際にこの計算を行ってみると、やはり新築・建物

総階数が高い・高層階・容積率が高い、という物件の

補正率が高くなると分かります。一方で低層・古い・

容積率が低い物件についてはそもそも補正率が適用

されない（従前と同じ評価額）というものもかなり

あります。それでもマンション自体が高額なため改正

後でも節税効果は大きいといえますが、今後もどのような改正があるのか、不動産の価値

は下がらないか等は不明です。節税のみを目的とした不動産の購入は避けるべきでしょう。 

　区分所有建物（マンション）　の登記事項の記載例

調整 余白 所在図番号 余白

所　　在

建物の名称

00
00
00

①土地の符号 ③地目 登　記　の　日　付

1 宅地 00 平成○○年○月○日

不動産番号 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ ０ １ ２

家屋番号

建物の名称

①　種類

居宅 00

①土地の符号

1

専有部分の家屋番号

○○市○○町○丁目　○○番地 余白

1001～1010　　2001～2015　　3001～3009

表題部（主である建物の表示）

○○マンション 余白

②　　床　面　積　　㎡ 原因及びその日付〔登記の日付〕①　構　　　造

１階　　　　　500
２階　　　　　500
３階　　　　　450

〔平成○○年○月○日〕鉄筋コンクリート造陸屋根３階建

　表　題　部　（敷地権の目的である土地の表示）

②所在及び地番

750

④　地　　　積　㎡

表　題　部　（専有部分の建物の表示）

　表　題　部　（敷地権の表示）

鉄筋コンクリート造
陸屋根１階建

１階部分　　　　32 平成○○年○月○日新築
〔平成○○年○月○日〕

1001 余白

②　構　造 ③　　床　面　積　　㎡ 原因及びその日付〔登記の日付〕

○○市○○町○丁目　○○番の1001 余白

○○市○○町○丁
目　○○番

②敷地権の種類

所有権

登　記　の　日　付

平成○○年○月○日敷地権
〔平成○○年○月○日〕

④　敷地権の割合

1300分の35

②総階数

④所在階

①築年数

（自分で計算）
⑤専有部分

の面積

⑦敷地権の割合

⑥敷地権の面積


